
 

 

                                   

２０２１年度 法科大学院 

第３期入学試験問題 

1時限 

憲法 

(論文式) 

試験時間 50分 
 

注意事項 

 

1.試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。 

2.この問題冊子の１ページから問題が掲載されています。 

3.試験時間中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に 

気付いた場合は手を挙げて監督に知らせてください。 

      4.解答用紙には解答欄以外に記入欄がありますので、監督の指示に従ってそれぞれ

正しく記入してください。 

 5.解答は、必ず解答用紙の解答欄に記入してください。解答用紙の解答欄以外に記

入された解答はすべて無効とします。解答用紙の裏面を使用する場合は「裏面に

続く」と記載してください。 

6.解答用紙は各１枚しか配布しません。複数枚請求されてもお渡ししません。 

      7.貸与した六法以外の参照は一切できません。 

      8.試験問題の内容等について質問することはできません。 

9.問題冊子の余白等は適宜使用してかまいませんが、解答用紙の解答欄以外に記入 

された解答は無効とします。 

10.試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。 



 

[憲法] 

 

公職選挙法第１条は、「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員

並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人

の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の

健全な発達を期することを目的とする。」と定めているが、同法第１３８条第１項は、「何人

も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすること

ができない。」と規定（以下、「本規定」という。）している。 

 本規定の憲法適合性につき、判例の見解を示したうえで、あなた自身の見解を述べなさい。 

なお、本規定の目的につき、最高裁判所昭和５６年６月１５日判決（刑集３５巻４号２０

５頁）は、「戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見

表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、

選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に

耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなど

の弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としている」と述べている。 


